
令和８年２月２６日

宮城労働局 雇用環境・均等室

ハラスメント関連法の改正について



職場におけるハラスメントについて
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カスタマーハラスメント

求職者等に対するセクシュアルハラスメント

令和８年10月1日から

平成11年４月1日から

平成29年１月1日から

大 企 業 ：令和２年６月1日から

中小企業：令和４年４月1日から



ハラスメントとは何か 具体例 パワーハラスメント
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パワーハラスメントとは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就
業環境が害されるものであり、①～③までの要素を全てみたすもの。

→ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しない。



ハラスメントとは何か 具体例 セクシュアルハラスメント
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
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（注１）業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものは
妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントには該当しない。例：業務体制を見直すため、
上司が育児休業をいつからいつまで取得するのか確認する。上司・同僚が「つわりで体調が悪そうだが、
少し休んだ方が良いのではないか」と配慮する。

（注２）妊娠・出産等、育児・介護休業等を理由とする解雇、雇止め、労働条件の引き下げ、降格、減
給等不利益取扱いは禁止されている。≠ハラスメント



ハラスメントとは何か、ハラスメントの影響
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「職場」とは

事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所
であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。

勤務時間外の「懇親の場」、社員寮や通勤中などであっても、実質上職務の延長と考えられるもの
は「職場」に該当しますが、その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加や対応が強制的
か任意かといったことを考慮して個別に行う必要があります。

●「職場」の例
・出張先 ・業務で使用する車中
・取引先との打ち合わせの場所（接待の席も含む） 等

「労働者」とは

正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員などいわゆる非正規雇用労働者を含む、
事業主が雇用する全ての労働者をいいます。

また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者（派
遣先事業主）も、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講ずる必要があります。

労働者（被害者、周囲の従業員等）への影響

■労働者の意欲の低下などによる職場環境や職場全体の生産性の低下

■労働者の健康状態の悪化（頭痛、睡眠不足、精神疾患等）

■労働者の休職、退職

企業への影響

■人員確保（従業員離職に伴う従業員の新規採用、教育コスト等）

■金銭面（損害賠償の支払い、弁護士費用等）

■ブランドイメージの低下、それに伴う営業機会の損失（売上の減少）



ハラスメント防止策（セクハラ、妊娠・出産、育・介休等ハラ、パワハラ）

66



ハラスメント防止策（セクハラ、妊娠・出産、育・介休等ハラ、パワハラ）
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相談対応について
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相談対応 NG！



カスタマーハラスメントについて
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①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、

②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

③労働者の就業環境を害すること。

①の例

・ 事業主が販売する商品の購入やサービスの利用をする者
・ 事業主の行う事業に関する内容等に関し問い合わせをする者
・ 取引先の担当者
・ 企業間での契約締結に向けた交渉を行う際の担当者
・ 施設・サービスの利用者及びその家族
・ 施設の近隣住民

②とは、社会通念に照らし、当該顧客等の言動の内容が契約内容からして
相当性を欠くもの、又は手段や態様が相当でないもの。詳細次ページ

③とは、当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、
労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響
が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じるこ
と。

● カスタマーハラスメントとは、以下の３つの要素をすべて満たすもの



カスタマーハラスメントについて
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「社会通念上許容される範囲を超えた言動」の例

１）言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの
①そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求
・性的な要求や、労働者のプライバシーに関わる要求をすること。
②契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
・契約内容を著しく超えたサービスの提供を要求すること。
③対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
・契約金額の著しい減額の要求をすること。
④不当な損害賠償要求
・商品やサービス等の内容と無関係である不当な損害賠償要求をすること。

２）手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの
①身体的な攻撃（暴行、傷害等）
②精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等）
③威圧的な言動
④継続的、執拗な言動
⑤拘束的な言動（不退去、居座り、監禁）

※カスタマーハラスメント対策を講ずる際には、当然ながら、消費者の権利等を阻
害しないものでなければならず、また、障害者差別解消法の合理的配慮の提供義務
を遵守する必要があります。



カスタマーハラスメント防止策
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（１）事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるカスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を
保護する旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
また、職場におけるカスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労
働者を保護する旨の方針を顧客等に周知・啓発することも、被害の防止に当たっ
ては効果的と考えられる。

②職場におけるカスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた職場におけ
るカスタマーハラスメントへの対処の内容を、管理監督者を含む労働者に周知す
ること。
対処の内容については、職場におけるカスタマーハラスメントが発生し、その
場で労働者から管理監督者等に報告があった場合や管理監督者等が現認した場合
は、当該管理監督者等が直ちに適切な対応を行うことが必要な場合もあることを
踏まえ、その内容を定めること。
また、当該事業所において発生しやすい職場におけるカスタマーハラスメント
の例や、商品・サービス・接客等における問題や顧客等とのコミュニケーション
の不足などが職場におけるカスタマーハラスメントの発生の原因や背景となり得
ることを併せて周知することも考えられる。

（２）相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備



カスタマーハラスメント防止策
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（３）職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
①事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

②①により職場におけるカスタマーハラスメントが生じた事実が確認できた場合
においては、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと。
（措置を適正に行っていると認められる例）
１．事案の内容や状況に応じ、管理監督者等が被害者に代わって対応すること、
被害者と行為者を引き離すこと等の措置を講ずること。あわせて、暴行、傷害、
脅迫などの犯罪に該当し得る言動については警察へ通報すること。

２．事案の内容や状況に応じ、行為者に対応する担当者の変更又は複数人で対
応すること、被害者と行為者を引き離すための配置転換、被害者のメンタルヘ
ルス不調への相談対応等の措置を講ずること。あわせて、暴行、傷害、脅迫など
の犯罪に該当し得る言動については警察へ通報することや、弁護士へ相談するこ
とも考えられる。

③改めて職場におけるカスタマーハラスメントに関する方針を周知・啓発し、必
要な場合には、職場におけるカスタマーハラスメントの発生の原因や背景となっ
た商品・サービス・接客等における問題や顧客等とのコミュニケーションの不足
などの改善を図る等の再発防止に向けた措置を講ずること。
必要に応じて、接客等における慣行の見直しなどの職場環境の改善や組織風土
の見直しを行うことも考えられる。
必要に応じて、事案の内容や対応経緯を記録し、個人情報の取扱いに留意して関
係部門に共有し、再発防止に活用することも考えられる。



カスタマーハラスメント防止策
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（４）職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必
要なその抑止のための措置
労働者に対し過度な要求を繰り返すなど特に悪質と考えられるものへの対処の
方針をあらかじめ定め、管理監督者を含む労働者に周知するとともに、当該方針
において定めた対処を行うことができる体制を整備しなければならない。
なお、特に悪質と考えられるものへの対処の例としては次のようなものがある
が、当該方針に記載する対処の内容を検討するに当たっては、各業法等による定
めがある場合等、業種・業態等により必要な対応が異なる場合があることに留意
しつつ、それぞれの状況に応じた方針を定めることが効果的である。
・暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については、警察へ通報する
こと。
・行為者に対して警告文を発出すること。
・法令の制限内において行為者に対して商品の販売、サービスの提供等をしな
いこと。
・行為者に対して店舗及び施設等への出入りを禁止すること。
・民事保全法に基づく仮処分命令を申し立てること。

（５）（１）から（４）までの措置と併せて講ずべき措置
プライバシー保護、相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱い
をされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。



求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて
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求職活動等におけるセクシュアルハラスメントは、

事業主が雇用する労働者による性的な言動により
求職者等の求職活動等が阻害されるもの。

＊同性に対するものも含まれる。
＊被害を受けた者の性的指向又はジェンダーアイデンティティ
にかかわらない。

（求職活動等の例）
・ 企業の採用面接への参加
・ 企業の就職説明会への参加
・ 企業の雇用する労働者への訪問
・ インターンシップへの参加
・ 教育実習、看護実習等の実習の受講



求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止策
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（１）事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの内容及び求職活動等におけ
るセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監
督者を含む労働者に周知・啓発すること。

②求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者
については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場
における服務規律等を定めた文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・
啓発すること。

③求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、これを労働者及び求職者
等に周知・啓発すること。

（求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知
・啓発している例）
・労働者に対しては、面談時間及び場所の指定、実施体制並びにやり取りに用
いるＳＮＳの種類の指定その他の求職者等と面談等を行う際の規則を定め、周
知・啓発するための研修、講習等を実施すること。
また、求職者等に対しては、上記規則を踏まえ、面談等に関する留意事項を
ホームページやパンフレット等の広報手段を用いて周知等すること。
なお、労働者に対する周知・啓発に当たっては、求職活動等以外の場面にお
いても求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、併せて周知することも
考えられる。



求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止策
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（２）相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

（３）求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な
対応

（４）（１）から（３）までの措置と併せて講ずべき措置
プライバシー保護、労働者が事実関係の確認等に協力したこと等を理由とし
て、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
こと。

就活ハラスメント防止対策企業事例集
（令和５年３月作成）
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ハラスメント対策総合情報サイト「あかるい職場応援団」



カスタマーハラスメント対策企業マニュアル（令和６年３月作成）
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業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
（スーパーマーケット業編）・ポスター・研修動画（令和７年３月作成）
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宮城働き方改革推進支援センター
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